
半島振興法のスキーム

目的（１条）

半島地域（架橋離島を含む。）について、広域的かつ総合的な特別対策の実施によ

る地域振興

→地域住民の生活の向上・国土の均衡ある発展

＜地域指定＞

協議

申 請 ・国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が 国土審議会

（２条１項） 指定（２条１項） （２条１項）

関係都道府県知事 ・半島振興対策実施地域の要件（２条１項）

１．２以上の市町村の区域からなり、一定の社 関係行政機関の

会的経済的規模を有する地域であること 長（２条１項）協

２．高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る議

施設その他の公共的施設の整備について他の

関係市町村長 地域に比較して低位にある地域であること 官報による公示

（２条２項） ３．産業の開発の程度が低く、雇用の増大を図 （２条４項）

るため企業の立地の促進等の措置を講じる必 ・名称及び区域

要がある地域であること

＜半島振興計画の作成等＞

・都道府県知事が作成（３条１項）協議

関係市町村長 ・計画の内容（４条） 半島振興計画の

（３条３項） １．振興の基本的方針に関する事項 変更(３条５項)

２．基幹的な道路、港湾、空港等の交通施設及

び通信施設の整備に関する事項

３．農林水産業、商工業その他の産業の振興及

び観光の開発に関する事項

４．水資源の開発及び利用に関する事項

５．生活環境の整備に関する事項

６．高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する 国土形成計画等

事項 他法令の規定に

７．教育及び文化の振興に関する事項 よる地域振興に

８．前各号に掲げるもののほか、半島振興に関 関する計画

し必要な事項

調和（４条２項）

同意

国土審議会意見

（３条２項）国土交通大臣

総務大臣

関係行政機関の長農林水産大臣

（３条２項）協議


